
 

令和６年度 

 

仙北市職員採用試験 

【社会人経験者（土木）】 

 

受 験 案 内 

 

 

受付期間   令和６年７月２９日（月） ～ 令和６年８月２８日（水） 

試 験 日   [第１次試験] 令和６年９月２９日（日） 

       [第２次試験] 令和６年１０月２７日（日） 

試験会場   仙北市役所田沢湖庁舎（仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３０番地） 

 

 

 

問い合わせ 
仙北市役所総務部総務課 職員係 

電話：０１８７－４３－１１１１ 

〒０１４－１２９８ 仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３０番地 

申込書請求 

受験申込み 

 

  



■ 仙北市職員採用試験を次のとおり行います。 

 

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容 

試験区分 採用予定人員 職務内容 

社会人経験者（土木） 若干名 土木に関する技術的業務に従事します。 

 

２ 受験資格 

  次の要件をすべて満たす者 

（１） 昭和５９年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた者 

（２） 民間企業等で土木工事の計画、設計、積算、施工管理等（注１）の職務経験（注２）が３年以上ある者 

  （注１）：現場作業員は、職務経験に該当しません。 

  （注２）：職務経験には、会社員、公務員、自営業者等として、週あたり２９時間以上の勤務を１年以上継続して就業

していた期間が該当します。 

       職歴は、採用試験合格後、勤務証明書により確認を行います。 

 

３ 受験できない者 

 次のいずれかに該当した場合は受験できません。 

(１) 日本の国籍を有しない者 

(２) 地方公務員法第１６条の欠格条項に該当する者 

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

・ 本市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、 

またはこれに加入した者 

 

４ 試験の方法 

   試験は第１次試験、第２次試験及び資格調査とし、第２次試験は第１次試験合格者に対してのみ行います。 

 (１) 第１次試験 

試験種目 問題形式 出題分野（形式） 

専門試験 ３０題・９０分 
数学・物理・情報、土木構造設計（構造力学、構造設計）、土木

基盤力学（水理学、土質力学）、測量、社会基盤工学、土木施工 

検査 １５０項目・２０分 公務員に求められる適正について、性格特性検査を行います。 

(２) 第２次試験 

試験 方法 

口述試験 個別面接により主として人物について試験を行います。 

作文試験 主として文章表現力等について試験を行います。 

(３) 資格調査 

資格調査 

受験資格の有無及び申込書記載事項の真否について調査します。 

 

 

 



 

 

５ 試験日及び場所 

区分 第１次試験 第２次試験 

日  時 令和６年９月２９日（日） 令和６年１０月２７日（日） 

受付時間 ９時００分 

第１次試験合格者に通知します。 

専門試験説明 ９時３０分  ～  ９時４０分 

専門試験 ９時４０分  ～ １１時１０分 

検査試験説明 １１時２０分  ～ １１時３０分 

検  査 １１時３０分  ～ １１時５０分 

場  所 
（住 所）仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３０番地 

（会場名）仙北市役所田沢湖庁舎 

 ※ 専門試験説明開始時刻に遅れた場合は、受験できません。  

 ※ 携帯電話の試験中の使用（時計代わりの使用を含む。）は認めません。 

  

６ 合格者発表 

第１次試験合格者発表 令和６年１０月中旬頃予定 市役所各庁舎前掲示板及び仙北市ホームペー

ジへ掲載します。 

また、合格者に通知します。 最終合格者発表 令和６年１１月中旬予定 

 

７ 合格から採用まで 

 (１) 最終合格者の採用は、令和７年４月１日以降の予定です。 

 (２) 申込書記載事項等に虚偽の申告があった場合は、採用されないことがあります。 

 

８ 給与 

初任給は仙北市一般職の職員の給与に関する条例等に基づき、学歴及び職歴等を換算して決定されます。 

このほか給与条例の定めに従い扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当等の諸手当が支給されます。 

  （参考） 大学卒業後、すぐに採用された場合の初任給       １９７，３２８円 

       大学卒業後、民間企業等で１０年の職務経験がある場合  ２４９，０２３円 

        

９ 受験手続及び受付期間 

パソコンやスマートフォンのインターネット環境から「秋田県仙北市電子申請・届出サービス」にアクセスし、利用者

登録と受験申込を行ってください。 

https://apply.e-tumo.jp/city-semboku-akita-u/offer/offerList_initDisplay  

 ※既に利用者登録をされている場合は、新たに登録する必要はありません。 

 

(１) 利用者登録の手順 

① トップ画面の右上にある「利用者登録」から「利用者登録説明」画面に進み、利用規約を確認して「同意する」をク

リックします。 

② 「利用者ＩＤ入力（利用者登録）」画面でメールアドレス等の必要な情報を入力し、「登録する」をクリックします。 

③ 登録したメールアドレスに、利用者登録を行うためのＵＲＬが送信されますので、そのＵＲＬにアクセスします。 

④ 「利用者登録」画面でパスワードや氏名等の必要な情報を入力し、「確認へ進む」をクリックします。 

※「利用者ＩＤ（メールアドレス）」と「パスワード」は忘れないよう控えをとり、保管してください。 忘れた場合は

受験申込ができません。 

⑤ 「利用者登録確認」画面で内容を確認し、間違いがなければ「登録する」をクリックします。 

※受験申込はまだ完了していません。次の手順に進んでください。 

https://apply.e-tumo.jp/city-semboku-akita-u/offer/offerList_initDisplay


(２) 受験申込の手順 

① 「秋田県仙北市電子申請・届出サービス」にアクセスし、「手続き申込」画面の中から「令和６年度仙北市職員採用

試験【社会人経験者（土木）】受験申込」をクリックします。 

※「申込」画面で「エントリーシート」の添付が必須になるので、ダウンロードを忘れずに行ってください。 

② 「利用者ログイン」画面で利用者ＩＤ（メールアドレス）とパスワードを入力してログインし、「手続き説明」画面

で利用規約を確認して「同意する」をクリックします。 

③ 「申込」画面で受験申込に必要な内容を全て入力します。 

※顔写真のデータは、６か月以内に撮影した縦横比４：３の上半身脱帽の本人と確認できるものをアップロードしてくだ

さい（ファイル形式：gif/jpeg/jpg/png）。 

※入力中のデータを一時保存する場合は、画面下部の「申込データの一時保存」からデータファイルを保存してください。

一時保存したデータは、画面下部の「一時保存した申込データの読込み」で、途中から入力を再開することができます。

スマートフォンでは一時保存が利用できませんのでご注意ください。 

④ 「申込」画面の「確認へ進む」から「申込確認」画面に進み、入力内容に誤りがないか確認し、「申込む」をクリッ

クします。 

⑤ 「申込完了」画面で申込が完了したことと、「整理番号」と「パスワード」を確認し、控えておきます。申込が完了

すると、登録したメールアドレスに申込完了通知メールが届きますので、内容を確認してください。 

※申込完了通知メールが届かない場合は、受験申込手続きが完了していませんので、受付期間内に速やかに仙北市総務課

職員係(電話：０１８７-４３-１１１１)までお問い合わせください（受付期間を過ぎてからお問い合わせをいただいて

も、受験申込を受け付けることはできません）。 

(３) 申込内容の確認 

「秋田県仙北市電子申請・届出サービス」の「申込内容照会」の画面から、申込内容をご確認いただけます。 

https://apply.e-tumo.jp/city-semboku-akita-u/inquiry/inquiry_initDisplay 

(４) 受付期間 

令和６年７月２９日（月）８：３０ ～ 令和６年８月２８日（水）１７：１５ 

(５) 電子申請時の必要添付ファイル等 

① エントリーシート（Excelデータ） 

② 顔写真（６か月以内に撮影した縦横比４：３の上半身脱帽の本人と確認できるもの） 

(６) 受験票の交付 

① 受験申込内容を審査後、電子申請でご登録いただいたメールアドレスに「受験票発行通知」メールが送信されますの

で、「秋田県仙北市電子申請・届出サービス」にアクセスし、受験票をダウンロードし、印刷してください。 

印刷した受験票の内容を確認し、試験当日の受付時に提示してください。 

当日受験票を持参していない場合は、原則として受験できません。 

 

10 試験結果の開示 

個人情報の保護に関する法律及び仙北市個人情報の保護に関する法律施行条例の規定により、本人が開示を請求すること

ができます。（開示請求１件につき試験結果閲覧手数料として２００円、さらにコピー使用料として１部につき１０円を負

担していただきます。） 

(１) 開示内容と開示方法 

試験結果の開示は、合格発表の日から請求できるものとし、内容は総合得点及び総合順位とします。即日開示 

は行わず、審査を経て、後日、請求者へ開示について連絡します。 

(２) 請求手続 

受験者本人が、本人であることを証明する書類（運転免許証等）を持参のうえ、土曜日・日曜日・祝日を除く 

８時３０分～１７時までの間に仙北市総務課又は角館市民センター・西木市民センター・各出張所へ直接お 

いでください。 

直接おいでになられない場合は、仙北市ホームページのトップページ＞行政情報トップページ＞個人情報保護 

をご覧のうえ、郵送で仙北市総務課へ請求してください。 

https://apply.e-tumo.jp/city-semboku-akita-u/inquiry/inquiry_initDisplay

